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運営審議会会長：小 林 理 人 

記 録 担 当：一中、二中 
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第１回 国立市立学校給食センター運営審議会 
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→残滓につきましては、提供した献立は、残ったものを、そのまま給食センターに持って帰ってきま
して、その重さを量って、何キロ持っていった物に対して何キロ帰ってきたかというのを量って、出
しております。 

→昨年の話で申しますと、視察は府中市の給食センターでした、審議会でも話題になっている新学校
給食センターついて、どういう運営方式があるのかということで、府中は小学校が委託、中学校は直
営で、その委託である小学校の部分の施設を見学、試食もさせていただいて、本当に直営はどうなの
か、あるいは調理委託をしたときにはどうなってしまうのかという部分を、肌で感じていただいたと
いうことで、研修をさせていただきました。 

→学校に還元をして、堆肥に使っていただいている部分はございます。今後、「くにたちの教育」の紙面に
空きがあれば、アピールの場として載せていく検討をしていきます。 
学校としては、この取り組みを伝えていくことは役割と考え、どんどんアピールしていきたいと思います。 

→給食センター独自の理念というのは、学校給食法の中に学校給食の目的が書かれておりますので、
この目標に進めていくということで、今、独自の理念的なものをつくるというところには至っており
ません。ただ、市全体の中で、食育推進計画が国立市にはないので、それについては、市役所の政策
経営部が事務局となりまして、策定しようということで準備を進めているところです。  
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→事前にまず使う物をサンプルとして購入して、それを放射能測定しており、全量納入された後にキ
ャンセルするというわけではなく、サンプルを測定した時点で産地変更、あるいは産地も変更できな
ければ献立自体を違うものに変えることもありますが、基本的には産地変更でやらせていただいて
おります。 
 ただ、それによって、それ以降その産地をずっと使わないということはなく、翌月以降も物資納入
登録業者選定委員会のほうで応札があれば入れていくという形で、特定の都道府県を入れないとい
うことはしておりません。 

→出勤前に自宅にて検温、健康チェック表に記入してから出勤し、朝の打ち合わせで対面方式を避け
ております。手指の消毒や手洗い、これは当然のことながら、昔からずっとやっておりますので、こ
れ以上強化することがないぐらいですので、それを励行していくということでございます。 

→新しい設備がまだ当然ないので何とも言えないところでございます。今の調理員さんに PFI の事
業でも継続してやっていっていただけるという前提に立ってお話をすると、令和５年の２学期から
にしたという理由が、１学期の給食終了後、約１カ月間で、機器の使い方の研修などを受けていただ
いて、２学期の給食を始めるのが、一番段取りがいいのではないかと思っております。 

［資料１］令和２年度役員選出について 

［資料２］令和２年度国立市立学校給食運営審議会の年間予定について 

［資料３］くにたちの学校給食 

     *資料の詳しい内容については市のホームページをご覧ください。 

 


